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令和７年度就学援助費のお知らせ 

昭島市教育委員会 

 

昭島市では、憲法第 26条、教育基本法第４条、学校教育法第 19条、学校保健安全法第 24条の規定により、市内

に居住し、経済的な事情で教育費の支出が困難なご家庭に就学に必要な費用を援助しています。 

ご希望の方は、この「お知らせ」を確認のうえ、お申し込みください。なお、令和６年度に認定された方や令和６

年度新入学準備金の入学前支給を受けた方も改めて申請が必要です。（毎年申請が必要です。） 

１ 援助の対象となる方  

  昭島市に住所があり、公立小学校・中学校に在学する児童・生徒の保護者で①②のいずれかに該当する方 

（私立学校、インターナショナルスクール・特別支援学校は対象外） 

① 生活保護を受けているご世帯（要保護） 

② 経済的な事情により、教育費の負担が困難なご世帯（準要保護） 

～就学援助を受けられる収入限度額（モデルケースによる目安）～ 

※家族構成（人数・年齢等）及び、住宅事情（持ち家・賃貸）によって限度額が変動します。 

事前にお問い合わせいただいても、審査前に認定基準所得額の計算をすることはできません。 

※年間総収入とは、世帯全員の１年間の総収入額です。（控除額を差し引いた所得額ではありません。） 

パート・アルバイト・年金・保険金等の収入も含まれます。営業所得・不動産所得の場合は「年末調整等

のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて給与収入に換算した金額を収入とみなします。 

※別居していても、生計を同じくする方は、同一世帯員として人数と収入に加えます。 

２ 申請方法（生活保護を受けているご世帯は申請不要です。） 

 

 

※ ５月１日以降も申請を受け付けますが、申請した月の翌月からの認定となります。 

（１） マイナポータルによる電子申請（マイナンバーカードが必要です） 

右側の QRコードをスキャンして必要書類を添付の上申請してください。 

（２） 郵送または持参による申請 

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上郵送または窓口へ提出してください。 

      〒196-8511 東京都昭島市田中町１丁目 17番１号 

昭島市教育委員会事務局 学務係（市役所２階北側フロア） 

人数 家 族 構 成 

年間総収入限度額 

持ち家 
借家（家賃 69,800

円以上の場合） 

２人 母（36歳），子（９歳） 約 292万 約 376万 

３人 父（39歳），母（36歳），子（９歳） 約 382万 約 466万 

４人 父（40歳），母（39歳），子（12歳），子（９歳） 約 482万 約 566万 

５人 
父（40歳），母（39歳），子（12歳），子（９歳），

子（５歳） 
約 535万 約 619万 

申請受付期間 令和７年４月１日（火）～４月 30日（水） 
※郵送の場合は当日消印有効 
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３ 申請に必要な書類 

（１） 令和７年度就学援助費受給申請書（兼認定台帳） 

入学式・始業式後に学校から配付されます。また、市の公式ホームページからも取得できます。 

（２） 申請者の本人確認書類（郵送の場合は写しを送付） 

＜本人確認書類の例＞ 

１点で良いもの： 

顔写真付きの官公署発行の身分証明書（マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等） 

２点必要なもの： 

顔写真の無い身分証明書、官公署が発行した書類、光熱水費の領収書 等 

（３） 就学援助費の振込口座の通帳またはキャッシュカード 

電子申請の場合は、写しを添付してください。郵送の場合は、写しを送付してください。 

（４） 家賃の金額を証明する書類の写し（賃貸住宅にお住まいの方のみ） 

貸主・借主、物件の住所、賃料（共益費・管理費含む）の記載があるものの写し 

（例）賃貸借契約書、家賃証明書、公営住宅の住宅使用料決定通知書等 

電子申請の場合は、写しを添付してください。郵送の場合は、写しを送付してください。 

※書類の添付がない場合、家賃の金額を０円として受け付けます。 

（５） 令和６年中の収入を証明する書類の写し（1月 2日以降に転入した方、市外に住民登録をしている方のみ）

令和６年中（2024年１月～12月）の収入を証明する書類の写し（16歳以上の方全員分） 

（例）令和６年分給与所得の源泉徴収票、令和６年分の給料明細書、確定申告書の控え、年金振込通知書、

年金額改定通知書等 

 もしくは令和７年度住民税課税・非課税証明書（※6月中旬に発行されます。） 

電子申請の場合は、写しを添付してください。郵送の場合は、写しを送付してください。 

※書類の添付がない場合、審査（認定）ができず保留扱いとなります。 

（６） その他申請理由を証明する書類（電子申請の場合は写しを添付、郵送の場合は写しを送付してください。） 

申請理由 ご用意いただく書類 

児童扶養手当の支給

を受けている 

・児童扶養手当証書 

受給者氏名、手当の支給開始月の記載があり、申請時点で有効なもの 

国民年金の掛け金が

免除されている 

・国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し 

保護者氏名、住所、減免期間の記載があり、申請時点で有効なもの 

国民健康保険税、市民

税、固定資産税が減免

されている 

・減免決定通知書の写し 

保護者氏名、住所、減免期間の記載があり、申請時点で有効なもの 

生活福祉資金の貸付

決定を受けた 

・生活福祉資金貸付決定通知書の写し 

退職金や雇用保険、労

災保険、非課税の年金

等の収入があった 

・受給金額がわかる書類の写し 

同居しているが、生計

が別のご家族がいる 

・生計が別であることが分かる書類の写し 

各々の公共料金領収書 等 
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４ 注意事項 

住民税の申告が済んでいない場合や、必要書類の添付がない場合は、審査（認定）ができず保留扱いとなります。

税の申告は収入の有無にかかわらず、税務署あるいは市役所課税課で申告してください。 

５ 援助の内容 

援助費目 
小  学  生 中  学  生 支給 

時期 １年生 ２ ～ ６年生 １年生 ２ ・ ３年生 

★学用品費※１ 
11,630円 

(年額) 

22,730円 

（年額） 
７月 

10月 
★通学用品費※１ 

（２年生以上のみ） 
－ 

2,270円 

（年額） 
－ 

2,270円 

（年額） 

★新入学学用品費※２ 

（４月申請者のみ） 
57,060円 － 63,000円 － ７月 

★新入学準備金 － 

63,000円 

（２月１日時点で

認定されている６

年生のみ） 

－ － ３月 

校外活動費 

宿泊学習費 

修学旅行費 

（移動教室費）※３ 

実費相当額 

（一度、学校へお支払いいただき、学校からの実施報告に基づき、後から指定の口座

へ支払います。） 

★通学費 特別支援学級や難聴言語の通級指導学級在籍者のみ対象 

10月 

１月 

４月 

★柔道着購入費※３ 

保護者負担額（学校が授業用として一括購入する柔道着の額を上限とする。） 

（一度、学校へお支払いいただき、学校からの実施報告に基づき、後から指定の口座

へ支払います。） 

★アレルギー診断書料 

上限額 4,500円 

（「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」を作成する時点で認定されている方の

み対象です。作成にかかった費用は、領収書を添付して、学校を通じて請求します。） 

★給食費 

学校給食費へ充当します。 

（児童生徒が市外の公立の小中学校に在籍する場合は、学期ごとに保護者の指定した

口座への振り込み） 

生活保護（要保護）を受けている方は、★印の費用を保健福祉部生活福祉課から支給します。 

※１ 「学用品費」・「通学用品費」は、年度の途中から認定された場合には、月割の額を支給します。 

※２ 入学前に「新入学準備金」を受給された方（他市での受給者を含む）は、「新入学学用品費」の支給対象外と

なります。 

※３ 一時的な負担が難しい場合は、学校にご相談の上、学校長への委任状を提出することにより、就学援助費の

委任払をすることができます。 
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６ よくあるご質問 

Ｑ１．収入と所得の違いは何ですか。 

収入とは、給与や事業の売上など、得た金額の総額を指します。一方、所得とは、収入から必要な経費や税

金などを差し引いた後に残る金額のことです。源泉徴収票の場合は「支払金額」欄、確定申告書の場合は「収

入金額等」欄の合計金額を指します。 

 

Ｑ２．年間総収入限度額を超えるかどうか分からないので、事前に相談できますか。 

家族構成（人数・年齢等）及び、住宅事情（持ち家・賃貸）によって限度額が変動します。事前にご相談い

ただいても、審査前に認定基準所得額の計算をすることはできません。申請をいただければその内容で審査し

ますので、却下となることもありえますが、その旨ご承知の上で、迷われた場合にはご申請ください。 

 

Ｑ３．市立小学校と私立中学校に通っている兄弟がいますが、一緒に就学援助を申請できますか。 

市立小学校に通うお子様のみ就学援助の対象です。 

 

Ｑ４．ぴったりサービス（マイナポータル）により電子申請しましたが、入力内容・添付書類に不備があったこと

に気が付きました。オンライン上で、申請内容の訂正はできますか。 

一度申請した内容をオンライン上で訂正することはできません。訂正内容に応じて対応をご案内しますの

で、担当までご連絡ください。 

 

Ｑ５．賃貸住宅の家賃を証明する書類がない場合はどうすればよいですか。 

家賃の証明には、賃貸借契約書、家賃振込明細書、領収書など、賃料（共益費・管理費含む）の記載がある

書類が必要です。これらがない場合は、賃主と契約書を作成するか、賃主に家賃証明書を発行してもらってく

ださい。なお、契約上の借主が保護者と異なる場合は、借主と保護者の関係を確認させていただくことがあり

ます。 

 

Ｑ６．その他申請理由を証明する書類を紛失してしまいました。 

手続きの方法は二つあります。 

（方法１）書類の再発行を依頼してください。 

・児童扶養手当証書：子ども家庭部子ども未来課手当医療助成係（市役所 1階 16番窓口） 

・国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書：年金事務所窓口（立川年金事務所：ＴＥＬ：０４２－

５２３－０３５２） 

・国民健康保険税減免決定通知書：保健福祉部保険年金課賦課担当（市役所 1階 4番窓口） 

・市民税、固定資産税減免決定通知書：市民部課税課（市役所 1階６番窓口） 

（方法２）理由「低収入であるため」で申請してください。世帯の年間総収入をもとに審査を行います。 

 

≪問い合わせ先≫ 

昭島市教育委員会事務局 

学務係（市役所２階北側フロア） 

電話：042-544-4437（直通） 


